
 

 

《 特別支援学校入学・特別支援学級入級に係る就学相談のご案内 》 

 

宜野湾市教育委員会では特別な支援を必要とするお子さんに対しての教育相談・就学相談を

行っています。見え方や聞こえ方、身体の動き、発達や健康上の課題等で不安がありましたら、

保護者の方だけで悩まれずに、まずはご相談下さい。 

なお、令和 7 年度に特別支援学級や特別支援学校への入級・入学を希望される幼児・児童・ 

生徒保護者の方は、在籍している各保育所（園）・こども園・幼稚園・小中学校へ相談し、6 月 26

日（水）までに申請をお願いします（それ以降の申請については、ご相談下さい）。所属園がない

場合は、教育委員会へ直接申請をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

※必要書類や不明な点等については、下記担当までお問い合わせ下さい。 

 問い合わせ先 

 宜野湾市教育委員会 指導課 

担当：友利・新城 

  ☎098-892-8289 
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